
令和 4 年度  第 6 回 

理 事 会              
                日時 令和 4 年 10 月 6 日（木）  
                   15 時 00 分～  
                場所 2 階大ホール  
 

会 長 挨 拶      

 
 
 
 
   協 議 事 項         
 １ 第 75 回創立記念表彰式被表彰者名簿（案）について  
  桃木常任理事  

 
 

 ２ 会費減免者（追加）申請について  
  長又常任理事  
 
 
 ３ 会長・副会長・常任理事・理事協議事項について  
 
 
 
   報 告 事 項         
 １ 郡市医師会別医師会員数（10 月 1 日現在）ならびに会員異動（9 月分）

について 

  桃木常任理事                 
 
 
 ２ 医療事故調査制度の相談事案（令和 4 年 8 月分）について  
  松本常任理事                    
    ※件数 1 件  



 ３ 医療事故紛争解決事例（令和 4 年 8 月分）について  
  松本常任理事                    
  松本（吉）理事  
    ※件数 1 件  

 
 
 ４ クレーム対応費用保険の更改について 

  登坂（薫）常任理事                 
 
 

 ５ 子育て相談（令和 4 年 9 月分）の報告について  
  長又常任理事                      
  田端理事  
    ※件数 5 件  

 
 
 ６ 令和 4 年度在宅医療塾第 5 回の参加者について 

  鹿嶋常任理事 

     日時：令和 4 年 11 月 10 日（木）・12 月 1 日（木）  
                        18:00～20:00 

場所：埼玉県地域医療教育センター及び WEB 
 

 

 ７ 集団的個別指導の実施について（医科） 

  小室常任理事                  関東信越厚生局  
 

 

 ８ 改定に伴い経過措置が設けられた施設基準の届出について  
  小室常任理事                  関東信越厚生局  
 
 
 
 
 



 ９ 令和 4 年度都道府県医師会社会保険・情報システム担当理事連絡協議

会の結果について  
  小室常任理事  
     日時：令和 4 年 9 月 8 日（木）14:30～16:30 

場所：WEB 開催  
 

 

 10 会長・副会長・常任理事・理事報告事項について  
 
 
 
   そ の 他         
 
 

 [ 資 料 配 布 ]           （ホームページ掲載）  

１ CKD（慢性腎臓病）予防キャンペーンポスター（日本腎臓財団）の送

付について（3 枚）  
 登坂（英）常任理事                     日医  
 
２ 医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う「関係学会等が

作成するガイドライン」の周知について（16 枚）  
 登坂（英）常任理事                 県保健医療部  
 
３ 「病院、診療所等の業務委託について」の一部改正について（44 枚） 
 登坂（英）常任理事                 県保健医療部  
 
４ 「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出及び挿入後

の線源の取扱いについて」の改正について（4 枚）  
 登坂（英）常任理事                 県保健医療部  
 
５ 医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う関係通知の改正

について（5 枚）  
 登坂（英）常任理事                 県保健医療部  



(案)

第7 5回

埼玉県医師会創立記念表彰式

被表彰者名簿

日時 令和4年11月17日（木）午後3時

  場所埼玉県県民健康センター 2階大ホール

一般社団法人埼玉県医師会

桃木常任



第7 5回埼玉県医師会創立記念表彰式被表彰者名簿

(敬称略）

1.満2 0年以上本会に在籍し、満7 7歳に達した会員

(昭和20年4月1日から昭和21年3月31日までに出生した者)

医師会名

  浦和

  浦和

  浦和

  浦和

  浦和

  浦和

  浦和

   川口市

   川口市

  大宮

  大宮

  大宮

   川越市

   川越市

   川越一市

   川越市

  熊谷市

  熊谷市

  熊谷市

  所沢市

   所沢市

氏 名

  上田隆司

  亀井清光

  加茂和子

  里見隆夫

  里村克章

  塩野潔

  屋成信行

  金子修

  服部俊弘

  野中達也

  湯澤寛

  葉隆一

  小Jll 郷美

  小口公人

  熊谷振作

  元山猛

  齋藤洪太

  柴崎道子

  吉田豊

  島和江

  原田積夫
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  所沢市

北足立郡市

北足立郡市

  上尾市

  上尾市

朝霞地区

朝霞地区

 草力π 八潮

草力□八潮

さいたま市与野

さいたま市与野

飯能地区

飯能地区

  比企

深谷寄居

深谷寄居

南埼玉郡市

南埼玉郡市

  越谷市

  越谷市

  越谷市

  越谷市

春日部市

北葛北部

北葛北部

吉川松伏

吉川松伏

  三郷市

宮川 勝二郎

大1井 千恵子

  高橋肇

  佐藤露

松澤 正俊

小嵐 正治

佐々木道子

大澤 美穂子

  笠井博

  今村嶽

田口 滋郎

  大山満

  高田啓

高野 憲一郎

上野 達雄

柳田 幸男

  大橋賢

  田口悟

佐々木 裕子

清村 忠雄

土屋 博之

山口 秀行

関根 万喜男

秋間 秀一

  木村貴

金田 庸一

根本 一枝

大場 文江
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埼玉医科大学 吉本 信雄

2.本会役員を4年以上務め、その職を退任した者

医師会名

  浦和

   川口市

  大宮

   川越市

   熊谷市

   所沢市

朝霞地区

  草力D 八潮

   東入間

本庄市児玉郡

南埼玉郡市

春日部市

  三郷市

氏 名

桐澤 重彦

  長江厚

飯島 竜之

齊藤 正身

小林 敏宏

平澤 秀人

滝澤 義和

渋谷 和治

井上 達夫

鈴木 和喜

斎木 徳祐

  神田誠

草賴 博昭

3.本会代議員会議長・副議長を4年以上務め、その職を退任した者

医師会名

熊 谷 市

氏 名

齋藤 洪太
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4.郡市医師会長を4年以上務め、その職を退任した者

医師会名

  浦和

   川口市

   川越市

  所沢市

北足立郡市

朝霞地区

   草力D 'A 潮

さいたま市与野

   東入間

本庄市児玉郡

深谷寄居

  岩槻

   三郷市

防衛医科大学校

氏 名

  登坂英明

  鹿嶋広久

  藤田龍一

  京谷圭子

  内田治

  村山正昭

  佐藤達也

  森泰二郎

  関谷治久

  高橋茂雄

  福島悦雄

  林承弘

  青木成夫

  古谷健一

5.日本医師会代議員を6年以上務め、その職を退任した者

医師会名

川 口 市

  大宮

  所沢市

氏

徳竹

湯澤

金井

名

英一

俊

忠男

6.本会代議員を8年以上務め、その職を退任した者

  医師会名氏 名

  川 口 市栃木 武一
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北足立郡市

北足立郡市

朝霞地区

越谷 市

越谷 市

春一日部市

  内田治

  鈴木義信

  村山正昭

藤田・安幸

  松本佳久

  竹田広樹

フ.各分科会長を8年以上務め、その職を退任した者

  医会名氏 名

埼玉県外科医会 丸山 正董

8.郡市会長の推薦による功労顕著な者

医師会名

  浦和

   川口市

   川口市

   川口市

  大宮

  大宮

   川越市

   川越市

   川越市

   川越市

  熊谷市

  熊谷市

  熊谷市

氏 名

  曾我基行

  新谷仁

  須田淳

  大川敬一

宇井万津男

  和田修

  藤田龍一

  得丸幸夫

  小室万里

  廣澤光昭

  林文明

  酒巻治彦

  酒巻牧子
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  行田市

  所沢市

蕨 戸田 市

北足立郡市

北足立郡市

北足立郡市

北足立郡市

  上尾市

  上尾市

  上尾市

朝霞地区

朝霞地区

朝霞地区

草力D 八潮

さいたま市与野

入間地区

入間地区

入間地区

飯能地区

飯能地区

東 入 間

坂戸鶴ヶ島

坂戸鶴ヶ島

  狭山市

  比企

秩父郡市

本庄市児玉郡

深谷寄居

  山本直人

  京谷圭子

  沖永貴志

小室富美子

  中村聡明

府川 和希子

  金崎聖伸

  糸数憲二

  高沢昇

  吉岡行雄

  羽子田正喜

  新谷若菜

  西谷一晃

該当者なし

  阪眞

  原田佳明

  山根吉人

  稲葉宗通

  土屋崇

  古野之洋

該当者なし

  吉松春彦

  吉松栄彦

該当者なし

  柳澤守文

該当者なし

  千田俊哉

  佐々木優至
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北 埼 玉

南埼玉郡市

南埼玉郡市

  越谷市

春日部市

  岩槻

北葛北部

吉川松伏

  三郷市

埼玉医科大学

防衛医科大学校

出井

坂田

渡邊

井上

櫻井

林

浅野

秋本

鈴木

該当

該当

進也

俊明

健

剛太郎

承弘

聡

重剛

者なし

者なし
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9.国からの受章（賞）者

医師会名

秩父郡市

草力□八潮

  大宮

本庄市児玉郡

川 口 市

  浦和

北足立郡市

蕨戸田 市

草力D八潮

越谷 市

川 越

氏 名

  内田賢二

江口 智三郎

  湯澤俊

  関根貢

  福島裕子

  川島浩

  吉住登

  箕田健生

  水野和枝

  北野正人

正自

宣由

忠弘

修

表彰名

旭日双光章

(保健衛生功労）

旭日双光章

(保健衛生功労）

旭日双光章

(保健衛生功労）

旭日双光章

(保健衛生功労）

旭日双光章

(保健衛生功労）

藍綬褒章

(保健衛生功績）

瑞宝双光章

(学校保健功労）

瑞宝双光章

(学校保健功労）

瑞宝双光章

(学校保健功労）

瑞宝双光章

(学校保健功労）

瑞宝双光章

(学校保健功労）

瑞宝双光章

(学校保健功労）

瑞宝双光章

(学校保健功労）

瑞宝双光章

(学校保健功労）

瑞宝双光章

(学校保健功労）

瑞宝単光章

(学校保健功労）

飯能地区故小室 舜一

  大宮 桃木 茂

市故松本

   川口市故桜井

  大宮故小泉

   川越市故大橋

受章日

R3.1 2.1

R 4 . 2 .1

R4.4. 29

R 4 . 5 .1

R3.12. 21

R4. 4. 29

R3.12.1

R 4 . 2 .1

R 4 . 2 .1

R 4 . 4 .1

R 4 . 5 .1

R 4 . 6 .1

R 3 , 9 . 9

R3.10.16

R3.11.27

R4. 5. 20
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   医師会名氏名表彰名

  本庄市児玉郡 堀川明 厚生労働大臣表彰

(救急医療功労）

蕨戸田市 金子’健二

秩父郡市 一般社団法人

秩父郡市医師会

厚生労働大臣表彰

(公衆衛生事業功労）

厚生労働大臣表彰

(公衆衛生事業功労）

  さいたま市与野森 泰二郎 厚生労働大臣表彰

(母子保健家族計画）

  浦和 桐澤 重彦 厚生労働大臣表彰

(母子保健家族計画）

川 口 市 徳竹 英一 厚生労働大臣表彰

(安全衛生功績）

深谷寄居 松本 孜 警察協力章

(警察嘱託医功労）

   浦和 曾我 基行関東管区警察局長表彰

(警察嘱託医功労）

    所 沢 市柑本晴夫埼玉労働局長表彰

(労働行政関係功労）

    入間地区寺師良樹埼玉労働局長表彰.

(労働行政関係功労）

受賞日

R4. 9. 9

R4.1.26

R4.1.26

R3.11.4

R4.10. 27

R4. 7.1

R4. 6.10

R4. 7.19

R3.11.23

R4. 7. 21
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10.県からの受賞者

受賞日   医師会名氏 名表彰名

  浦和

   川口市

  大宮

  熊谷市

   所沢市

北足立郡市

 草力π八潮

入間地区

  比企

  岩槻

  桐澤重彦

  八代利伸

  桃木茂

  小林敏宏

  瀬戸裕

  黒沼幸雄

  渋谷和治

  寺師良樹

  松山眞記子

  若杉直俊

埼玉県知事表彰R3.11.16

(保健衛生功労）

埼玉県知事表彰R3.11.16

(保健衛生功労）

埼玉県知事表彰R3.11.16

(保健衛生功労）

埼玉県知事表彰R3.11.16

(保健衛生功労）

埼玉県知事表彰R3.11.16

(保健衛生功労）

埼玉県知事表彰R3.11.16

(保健衛生功労）

埼玉県知事表彰R3.11.16

(保健衛生功労）

埼玉県知事表彰R3.11.16

(保健衛生功労）

埼玉県知事表彰R3.11.16

(保健衛生功労）

埼玉県知事表彰R3.11.16

(保健衛生功労）
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医師会名

川 越 市

蕨戸田市

坂戸鶴ヶ島

  岩槻

川 口 市

  大宮

さいたま市与野

さいたま市与野

狭山 市

南埼玉郡市

  浦和

坂戸鶴ヶ島

  浦和

  大宮

川 越 市

   氏 名表彰名受賞日

増田 俊和

中島 昌人

清水 要

丸山 泰幸

岩田 幸也

埼玉県知事表彰R4. 9. 9

(救急医療功労）

埼玉県知事表彰R4. 9. 9

(救急医療功労）

埼玉県知事表彰R4. 9. 9

(救急医療功労）

埼玉県知事表彰R4. 9. 9

(救急医療功労）

埼玉県知事表彰R4. 9. 9

(救急医療功労）

  川口市立医療センター埼玉県知事表彰R4. 9. 9

(救急医療功労機関）

自治医科大学附属 埼玉県知事表彰R4. 9. 9

  さいたま医療センター（救急医療功労機関）
地方独立行政法人

埼玉県立病院機構

埼玉県立小児医療センター

埼玉県知事表彰R4・9・9
(救急医療功労機関）1

さいたま赤十字病院

社会医療法人財団石心会

埼玉石心会病院

医療法人社団埼玉巨樹の会

新久喜総合病院

埼玉県知事表彰R4. 9. 9

(救急医療功労機関）

埼玉県知事表彰R 4 . 9 . 9

(救急医療功労機関）

埼玉県知事表彰R4. 9. 9

(救急医療功労機関）

喜多 みどり 埼玉県知事表彰R4. 6.11

(精神保健福祉功労）

守屋 爽一 埼玉県知事表彰R4. 6.11

(精神保健福祉功労）

   谷本千賀子埼玉県教育長表彰R3.11.15

(学校保健功労）

   鶴岡明埼玉県教育長表彰R3.11.15

(学校保健功労）

   時田信仁埼玉県教育長表彰R3.11.15

(学校保健功労）

音匕

葛

匕
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行田 市

所沢 市

越谷 市

岡田 多雅

  久我堯

  境秀博

埼玉県教育長表彰R3.11.15

(学校保健功労）

埼玉県教育長表彰R3.11.15

(学校保健功労）

埼玉県教育長表彰R3.11.15

(学校保健功労）

川 越 市

北足立郡市

  岩槻

三郷 市

秦 怜志

高橋 克行

丸山 泰幸

立澤 貞彦

埼玉県警察本部長表彰R4. 7.14

(協力医累積功労）

埼玉県警察本部長表彰R4. 7.14

(協力医累積功労）

埼玉県警察本部長表彰R4. 7.14

(協力医累積功労）

埼玉県警察本部長表彰R4. 7.14

(協力医累積功労）
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1-

大

浦

川

所

蕨

東

北

浦

浦

浦

川

川

川
川

川
川

川

団体等からの受賞者

  医師会名氏 名

宮 湯澤 俊

   和高崎英雄

    越市島田昌治

    沢市橋詰シノ

   戸田市中島穣

    入間小林直哉

    埼玉平野英一

表彰名

日本医師会最高優功賞
(医師会活動を通じて地域医療の

発展に貢献した功労者）

日本医師会白寿会員

日本医師会白寿会員

日本医師会白寿会員

日本医師会白寿会員

日本医師会白寿会員

日本医師会白寿会員

   和白石悟

   和吉原忠男

   和東和子

    口市若林郁子

    口市若林恒郎

    越市野本智行

    越市片岡紀男

    越市陸忠博

    越市永倉幸平

越 市原 利郎

日本医師会米寿会員

日本医師会米寿会員

日本医師会米寿会員

日本医師会米寿会員

日本医師会米寿会員

日本医師会米寿会員

日本医師会米寿会員

日本医師会米寿会員

日本医師会米寿会員

受賞日

R4.11.1

R4.11.1

R4.11.1

R4.11.1

R4.11.1

R4.11.1

R4.11.1

R4.11.1

R4.11.1

R4.11.1

R4.11.1

R4.11.1

R4.11.1

R4.11.1

R4.11.1

R4.11.1
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日本医師会米寿会員R4.11.1



川

熊

所

所

所

北
北

北

上

上

上

草
草

東

比

比

秩

南

越

越 市 井上 英雄

谷 市故飯田 宏

沢 '市

沢 市

沢 市

足立郡市

足立郡市

足立郡市

尾 市

尾 市

.尾 市

加八潮

加八潮

入 間

企

企

父郡市

埼玉郡市

谷 市

  有村博行

  新美京子

  丸野敏次郎

  楢原徳之

  岡部元彦

  斎藤脩司

  水村泰治

  清水茂夫

  河村英夫

  肥田秀

  藤本信之

  橋本喜光

  峯博一

  斉藤守男

  落合冨士也

  藤塚立夫

  坂本芳夫

0本医師会米寿会員R4.11.1

日本医師会米寿会員R4.11.1

 θ本医師会米寿会員R4.11.1

日本医師会米寿会員R4.11.1

0本医師会米寿会員R4.11.1

0本医師会米寿会員R4.11.1

0本医師会米寿会員R4.11.1

g本医師会米寿会員R4.11.1

 θ本医師会米寿会員R4.11.1

日本医師会米寿会員R4.11.1

0本医師会米寿会員R4.11.1

 θ本医師会米寿会員R4.11.1

日本医師会米寿会員R4.11.1

 θ本医師会米寿会員R4.11.1

0本医師会米寿会員R4.11.1

0本医師会米寿会員R4.11.1

日本医師会米寿会員R4.11.1

0本医師会米寿会員R4.11.1

0本医師会米寿会員R4.11.1
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越谷 市

越谷 市

三郷 市

埼玉医科大学

  関晋

  萬屋隆

  野呂久公

  永田一郎

日本医師会米寿会員R4.11.1

日本医師会米寿会員R4.11.1

日本医師会米寿会員R4.11.1

日本医師会米寿会員R4.11.1

  熊谷市

  岩槻

   所沢市

   川口市

奥野 哲朗

瀧本 久夫

黒河 圭介

芦田 敬

埼玉県国民健康保険 R4 . 4 .1

団体連合会理事長表彰

埼玉県国民健康保険 R4. 7. 29

団体連合会理事長表彰

埼玉県国民健康保険 R4. 7. 29

団体連合会理事長表彰

埼玉県国民健康保険 R4. 7. 29

団体連合会理事長表彰

所 沢 市 黒河 圭介   国民健康保険中央会表彰R4. 8. 30

北 埼 玉 荒木 譲二 国民健康保険中央会表彰 R4. 8. 30

郷 市 森野一 —英 都道府県医療功労賞R3.12.14

12 .永年勤続職員

該当者なし
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※救急の日の受賞者一覧（令和4年9月6日（火）受賞済み)

医師会名

飯肯巨地

北 埼

浦

川 口

大

川 越

熊 谷

所 沢

蕨戸田

北足立郡

上 尾

朝霞地

入間地

坂戸鶴ヶ

狭 山

氏 名

  区医療法人積仁会

旭ヶ丘病院

  玉医療法人EMS

西山救急クリニック

  槻医療法人社団医凰会

さいたま岩槻病院

  和堀之内宏久

  市A 代利伸

  宮中山桂司

  市小林明雄

   市高澤仁

   市吉野肇

  市細合浩司

  市今成芳郎

  市小橋 一成

  区飯田 惣授

  区野中 晴彦

  島小林みどり

  市風間浩美

  表彰名受賞日

埼玉県医師会長表彰R4. 9. 6

  (救急医療功労医療機関）'

埼玉県医師会長表彰R4.9.6

(救急医療功労医療機関）

埼玉県医師会長表彰R4.9.6

(救急医療功労医療機関）

埼玉県医師会長表彰R4.9.6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4.9.6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4. 9. 6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4. 9. 6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4. 9. 6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4. 9. 6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4. 9. 6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4.9.6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4. 9. 6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4. 9. 6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長・表彰R4. 9. 6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4. 9. 6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4.9.6

(救急医療功労）
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  比企

秩父郡市

本庄市児玉郡

深谷寄居

南埼玉郡市

越谷 市

上野 直之

  西秀夫

  池田誠

石川 文彦

原田 知 幸

吉田 悌友

今井 秀一

埼玉県医師会長表彰R4. 9. 6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4.9.6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4.9.6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4. 9. 6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4. 9. 6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4. 9. 6

(救急医療功労）

埼玉県医師会長表彰R4. 9. 6

(救急医療功労）

  行田市消防本部埼玉県医師会長表彰R4. 9. 6

(救急医療搬送業務功労機関）

7
P

音匕T
V

葛匕T
V
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令和4年度埼玉県医師会医学奨励賞受賞者名簿

(敬称略)

  氏名   所属 主要テーマ

加藤仁・他
友愛

クリニック

維持透析患者における、エリスロポエチン(EPO)

抵抗性腎性貧血に対する新規貧血治療薬

(HIF-PH阻害薬、Roxadustat)切り替えの臨床

的効果
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令和4年度埼玉県医師会優秀論文賞受賞者名簿

(敬称略)

氏名 所属 主要テーマ

乃木田正俊・他 済生会川口総合病院
C0VID-19および濃厚接触者を含めた小

児患者の報告と検討

郭凱文・他 熊谷総合病院

薬剤治療抵抗性を示す本態性振戦に対し

て、MRIガイド下集束超音波治療が奏功した

1例

松山尚弘 白岡中央総合病院 地域連携救急車（D-ER)の試み

山口真裕美・他
越谷

ノヽートフル・クリニツク

脂質異常症を有する原発性胆汁性胆管炎に

対する、ペマフィブラートの肝機能改善効果

鈴木優仁・他
躅協医科大学

埼玉医療センター

胃炎の京都分類から見た

Helicobacter pylori除菌後W癌症例の

検討
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会費減免申請者(追加)

埼玉県医師会会費減免規程第4条の規定に基づぐ会費減免申請者

郡市医師会名 会員区分 氏名 生年月日 年齢 事由 期間

比企医師会

B

山崎秀樹 昭和17年8月26日 80 疾病 2期から

長又常任



 

郡市医師会別医師会員数（１０月１日現在） 

            ならびに会員異動（９月分）について 

 
 
 

         （１）郡市医師会別医師会員数（別紙） 
 
 
         （２）令和４年９月１日～９月３０日までの、入会・退会･異動 

          にかかる報告。 （内訳は別紙） 
 
                今回報告数 ・・・・・・  ８７名 
                      入会 ・・・・・・  ２２名 
                      退会 ・・・・・・  ３１名（死亡７名） 
                      異動 ・・・・・・  ３４名 
 
 
 
 
 

1

桃木常任



　　　　　　

郡　市　医　師　会 Ａ１ Ａ２B Ｂ Ａ２C C 合　計

浦和医師会 321 112 154 7 34 628

川口市医師会 253 50 162 0 0 465

大宮医師会 288 86 238 12 75 699

川越市医師会 178 43 97 0 0 318

熊谷市医師会 125 22 75 0 0 222

行田市医師会 29 5 23 8 0 65

所沢市医師会 178 60 100 0 0 338

蕨戸田市医師会 112 20 57 3 0 192

北足立郡市医師会 153 54 92 0 6 305

上尾市医師会 93 17 52 0 0 162

朝霞地区医師会 187 34 117 5 0 343

草加八潮医師会 140 22 36 0 0 198

さいたま市与野医師会 69 11 43 13 2 138

入間地区医師会 70 21 37 0 0 128

飯能地区医師会 58 17 40 0 0 115

東入間医師会 123 39 53 0 0 215

坂戸鶴ヶ島医師会 91 21 28 0 0 140

狭山市医師会 61 22 51 0 0 134

比企医師会 114 23 65 0 0 202

秩父郡市医師会 72 29 13 0 0 114

本庄市児玉郡医師会 77 30 38 0 0 145

深谷寄居医師会 94 39 56 1 0 190

北埼玉医師会 71 28 21 0 0 120

南埼玉郡市医師会 140 51 71 0 0 262

越谷市医師会 141 53 193 51 41 479

春日部市医師会 104 33 95 0 1 233

岩槻医師会 49 31 38 0 0 118

北葛北部医師会 44 12 18 0 0 74

吉川松伏医師会 38 4 30 0 0 72

三郷市医師会 58 13 32 0 0 103

埼玉医科大学医師会 4 15 193 0 4 216

防衛医科大学校医師会 1 14 19 1 0 35

＊＊＊　総　計　＊＊＊ 3,536 1,031 2,337 101 163 7,168

前月比 -3 -5 -4 2 0 -10

　　　　　【埼玉県医師会会員区分】
　　　　　　　　Ａ会員：日本医師会Ａ１
　　　　　　　　Ｂ会員：日本医師会Ａ２Ｂ・Ｂ
　　　　　　　　Ｂ特会員：日本医師会Ａ２Ｂ・Ｂ【大学医師会会員】
　　　　　　　　C会員：日本医師会Ａ２C・C

郡市医師会別医師会員数（令和4年10月1日現在）
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     埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令49・6 ~令4・9.3〇令和4年10月1日報告No.l 日本医師会用
年月日

所属医師会

変更区分

会員種別

変更事由1

変更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電話番号

FAX番号
備考

4/9/26

浦和医師会

皮：泌 ノプヤ 330-0073 さいたま市浦和区元町1ーフー9 0^18-886-8093 文番送付先

A1 向井伸哉 向井医院

4/3/31

川口市医師会

整外： 八ラ于ツヤ 333-0847 川口市芝中田2 — 48~6 医)健仁会 048-267-2211

  B —退会 原哲也

4/3/31

川口市医師会

タケモトアツノリ 333-0847 川口市芝中田2 —48 — 6 医)健仁会 048-267-2211

B —退会 竹本淳紀

4/4/1

川口市医師会

ナカチノリキ 333-0861 医)青木会 048-260-1211

 ―B 仲地紀樹

4/4/1

川口市医師会

シュウトウノリ于ル 333-080】 川口市東川口 4一 19一 12 一医)社団 04S-294-6677

A1 一 B 現住所変更 廃某B 循内小 周東徳輝 周東医院

4/4/!

川口市医師会

内

ホシナトシュキ 333-0847 川口市芝中田2一48 — 6 医)健仁会 O4S-267-2211

B 保科俊之

4/4/1

川口市医師会

循内: ヤマノ八タツシ 333-0S47 川口市芝中田2 — 48 — 6 医)健仁会 048-267-2211

 ―B 山入端立志

4/5/31

川口市医師会

ッツミシ・ュン 333-0847 川口市芝中田2 — 48 — 6 医)健仁会 048-267-2211

  B -退会 堤純 益子病院

4/6ZI

川口市医師会

ヤシ・マカス・ヒト 334-0005 川口市里372 医)社団白令会 043-290-8150

A1 法人化 外：整外矢島和人 メディカ|しガーデン川口 2階

4/6/1

川口市医師会

産婦' シ7トリュウイ子 332-0021 川口市西川口1 一26 — 4 一医）昧祐会 048-253-7877

―* B 白取S— 卜新律拿ドル3F

4/6/11

川口市医師会

  産婦 イカミケイイチ 333-0017 川口市栄町1一12 — 21 048-258-0201

  B —退会 伊神恵一 シ千イデュオタワー201 伊神産婦人科クリーック

4/6/30

川口市医師会

  外消外夕*ヤ7スミオ 333-0847 川口市芝中田2 — 48 — 6 医)健仁会 048-267-221 f

  B —退会 高山澄夫

4/7/27

川口市医師会

  内外 シモヵカラリサコ 334-0063 川口市東本郷2026 医)社団大成会 048-284-2811 東示都へ

  B -退会 整外：脳外下河原理佐子 武南病院

4/7/31

川口市医師会

退職 消内・消外 サノヨシフミ 333-0847 川口市芝中田2 — 48 — 6 医)健仁会 048-267-2211

  B -退会 ft爵脊$

4/8/1

川口市医師会

耳

八セカ・ワマサヨ 333-0859 川口市芝宮根町1—13 医)峯誠会 048-264-3387

―A2B 長谷川雅容

4/8/1

川口市医師会

入会 腎内： ヤリタミキ 333-0847 川口市芝中田2—48 — 6 医)健し会 04S-267-2211

048-267-8647
 ―B 遣田美貴 益子病院

4/8/1

川口市医師会

入会

外

ェシタュキツナ 333-0847 川口市芝中田2—48—6 医)健仁会 04S-267-2Z11

―* B 江下作統 益子病院 048-267-8647

4/8/1

川口市医師会

整外： イワサノリヒロ 333-0847 川口市芝中田2 — 48 — 6 医)健仁会 048-267-2211

 ―B 岩浅徳洋 益子病院

4/8/3

川口市医師会

  内呼内スキ’夕姑シ 333-0811 川口市戸塚3-34 —13 048-294-0032

―A1 廃案 循内アレ福田隆 ハ，ソドー&アップル1F すぎた内科クリーック

4/9/!

川口市医師会

施投異勤   内消内カワシマアツシ 333-0802 川口市戸塚東1一1S—6 医)社団信和会 048-295-0511 文番送付
先

-A1 その他の項目   外整外川嶋淳

4/3/16

大宮医師会

入会

内

クワシマナルオ 336-0025 さいたま市南区文蔵2 — 29 — 2 医)社団二世会 048-662-9615

―A1 桑島成央 さいたま北クリーック

4/9/6

大富医師会

眼 ヮタナベ・マキコ 331-0074 さいたま市西区宝来1722— 3 医)桜真会 048-673-0020 ドAX番号

―A1 その他の項目ぺ 渡辺真紀子

4/7/23

川越市医師会

死亡

内

サトウバルクニ 3S0-1123 川越市脇田本町11-23 一医）財団春桂会 049-244-0677

A2B 一退会 佐藤治邦

4/8/31

川越市医師会

循内 ナカ八ラヒ于’才 350-1175 川越市笠幡3724—6 医)社団誠弘会 049-231-1552

B — 退会 中原英男

4/7/31

熊谷市医師会

退会 退職 脳外 ァへ・ケイイ子 360-0013 熊谷市中西4一 5— 1 社医） 048-521-0065

  B 一退会 阿部圭一 熊谷総合病院 048-523-5928

4/7/31

熊谷市医師会

産婦 穴イシマサト 360-0014 熊谷市箱田6—4 一 4 医)隆会 048-521-7266

A2B ―退会 白石g人

4/4/30

|所沢市医師会

  外：K 夕かぐヤシカス’ヒロ 359-1141 所沢市小手指町1 一3 — 3 04-2926-7521 長野県へ

A2B -退会 消外 高林一浩

3

令4.9.1 ～ 令9.30

市

邉

331-0812 さいたま市北区宮原町２－１０３－３０
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年月日

所属医師会

変更区分

会員種別

変更事由1

変更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所    医療機聞

電話番号

FAX番号
備考

4/8/1

尺 fpgg¢ 会

異動

―A1
施設異動 サカグチユウスケ 359-1144 医)社団恵養会 04-2902-6792

休策 坂口雄介 坂口耳鼻咽喉科

4/8/21

所;尺FfTlggifi会

スト‘ウアツオ 359-0041 04-2943-5419

施設異動 須藤敦夫

4/8/31

所沢市医師会

キタムラアヤコ 359-1114 医）勇雄会 04-2928-3636 朝霞地区

A2B -*退会 喜多村紋子

4/9/5

所?尺市1医師会

タケウチ7キヒ:] 359-1143 所沢市宮本町2 — 26—16 04-2903-1088 FAX番号

―A1 循内 アレ 竹内昭彦

4/9/15

配尺 TfTggi^

異動

―A1

現住所変更 循内 ヤマサキテツオ 359-1141 所沢市小手指町1一11 一4 医)久良会 04-2929-8866

山崎哲郎 7オ・ッ々スビル3F やまさき内科クリーック

4/11/1

所沢市医師会

ti・サつマサキ 359-1147 所沢市小手指元町2_29-21 04-2947-2001

A1―S 廃某B 長澤正樹

4/9/1

蕨戸田市医師会

ナリキヨメグミ 335-0023 戸田市本町1—19 一 3 医)社団東光会 04S-442-1HI

-* A2C 成清恵

4/9/1 入会

―A2C

ゾウ*’ヒロミ 335-0023 戸田市本町1-19-3 医)社団東光会 04S-442-1111

造實浩美

4/9/1

裁戸E市医師会

異勤

  ―B
施段異動 精 ムトウフクヤス 335-0023 戸田市本町1 ー・19 一 3 医)社団東光会 048-442-1111

現住所変更 武薙福保

4/7/31

北足立郡市医師会

退会

内

呼内 3ネダコウイチロウ 364-0006 北本市北本1 一51 医)慶聴会 048-577-7048

A2B ―退会 他 米田紘一郎 マツヤドル？階0

4/9/1

：!匕足立郡市IS師会

入会

 ―B

辞外 アナミス’ヨIJ卜 362-0806 北足立郡伊奈町小室9419 医)社団愛友会 048-721-3692

穴水依人 伊奈病院

4/9/1

：i匕足立郡市医師会

外 3シサ’キタカナオ 364-0006 北本市北本2—18フ 048-591-4477

  B —退会

皮

泌 音崎孝尚

4/9/9

北足立郡市医師会

消内 外 ムラコシサグアキ 369-0115 鴻巣市吹上本町1"4-13 医）MSAエクセス 04S-548-0048 診療科目

―A1 肛

麻

村越貞昭

4/9/9

±S 立？BTtiSB給

異動

。A2B
その他の項目 リハ オンチケイスケ 369-0115 鴻巣市吹上本町1-4-13 医)MSAエクセス 048-548-0048 診療科目

恩地圭典

4/9/9

北足立郡市医師会

  内脳内ナンリカスソリ 369-0115 鴻巣市吹上本町1 一4~13 医)MSAエクセス 0^8-548-0048 診療科目

―A2B 南里和紀

4/8/四

上尾市医師会

仆ウトシオ 362-0037 上尾市上町2—13 — 3 一医)啓生会 048-771-6553

  B -退会 伊勝敏夫

4/9/30

上尾市医師会

7ライ7キ 362-8567 上尾市西貝塚148-1 048-1ai-2222 熊谷市へ

A2B ―退会 新井S希

4/9/1 異動

―"A1

その他の項目

名称変更

マルヤマセ‘ン・ン'ロウ 340-0801 八潮市八膵1567 医)社団ケアコミ 048-996-6501

  皮リハ丸山善治郎 八潮団地25号棟 あい小児科クり-ック

4/9/16

草加八潮医師会

ヤキ‘カオリ 3400013 草加市松江2 — 3 — 26 医）眞幸会 048-935-4838

A2B ―退会 八木塞

4/0/24

さいたま市与野医師会

皮

タマキセ’ンシロウ 330-8777 さいたま市中央区新都心1-2 048-601-2200

-* B 転居 玉城善史郎 048-601-2201

4/1/27 異動

―A1
現住所変更 才がり7キラ 358-0054 入間市野田435— 1 ―医)社団新晴会 04-2932-3344

小川明

4/7/31

恕也自始

  内外 ナカムラか>ヒト 357-0016 飯能市下加治137 — 2 医)靖和会 042-974-2311

  B —退会 中村勝人

4/6/30

東入間医師会

ヒラオカユウ 354-0041 入間郡=芳町藤久保974 — 3 医)社団明芳会 049-258-2323

  B —退会 平岡優

  ! 4/9/S

東入間医師会

フチオ*ミチユキ 356-0050 ふじみ野市ふじみ野1-4-16-205 一医)社団絢佑会 049-263-8200

A1 転居 渕岡道行

4/9/14

jgpgtggg 市会

才がりヒロカス‘ 350-0233 坂戸市南町24-15 医)善淳会 049-281-2637 メールア
ドレス

-A1 小川博和

4/9/16

@pgyggg市会

  アレ小 才がりシュンイチ 350-2213 鶴ヶ島市脚折1864-7 一医)社団公し会 0^19-285-0179

―A1 小川俊一

4/S/31

狭山市医師会

退会

  B 一退会

退職

内

ナかン‘ヨウシ・;1ン 350-1307 狭山市祇園17-2 医)社団 04-2958-61II

中條潤

4
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   埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令496 ~令4ぷ加令和4年  10月1日報告No.3 日本医師会用

年月日 変更区分

会員種別

変更事由1

変更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所    医療捷間

卷3舌番巧*

FAX番号
備考

4/9/1 入会 内：消内マツモト7ツシ 350-1307 狭山市祇園17 — 2 医)社団 04-2958-6111

04-2956-4949
—1 S・…・. 松本淳

4/9ZI

1 八ツセカスーオ 350-1320 医)社団グロリア会 04-2953-5522 文番送付
先

B 初瀬一夫

4/7/31 カラサワシゲオ 355-0072  医） 0493-23-1221

A2B -* 退会 唐沢重雄

4/8/1

…企疾師・4

異

I ヤマサ‘キヒテ‘キ 355-0015 0493-23-0624

A2B 会員区分変更 山崎秀樹

4/9/16

号

1 ナ:|]ムラサユリ 355-0005 医〉社団シャローム 0493-25-2979

B

転居 中村小百合 シャロム病院

3/8/3 カトウヒロシ 368-0046 秩父市宮ノ側町12-12
0494-24-3229

A1 - 退会 加藤浩

4/8/20

自始

退

A1-

:

死亡 クラハ’ヤシミチオ 369-1305 秩父郡長瀞町長浦1355 — 2
0494-66-0387

0494-66-0903蚕’磚 倉林道男

4/8/30

ft父SP市医師会

退

A2B - ..経・
死亡   内リウ ホンマシュウイチ 368-0105 秩父郡小鹿野町小鹿野399-2

0494-75-0020

0494-75-1117
小 本間修一

4/8/19

本庄市児玉郡医師会

イイツーカアキオ 367-0046 本¢市栄1一1 一33 医)博明会 0495-24-6311

AT 消内：循内飯塚明男

4/9/1 異

] アサミヒサオ 369-1244 医)彩寿会 048-584-5565

A1 移転 浅見寿夫

4/8/1

律[15玉郡市医師会

入 イワタ-ョウスケ 346-0007 久暮市久暮北2 — 8-S 医)如月会 0480-25-1151

A2B 岩谷洋介

4/9/1

南埼玉郡市医師会

入ム ムライノリユキ 349-0123 a田市本町3—17 医)社団愛友会 048-764-6411

A2B 村井則之

4/8/29

越谷市医師会

343-0831 048-96卜7800

B 角田朗

4/7/11 オカ・サワラエイシ’ 344-0113 一医)小笠原会 048-746-0088

退会

外

4/7/31

春日部市医郎i会

退

A1 ・逼垂.

退職 テラウチイツオ 344-0062 医)社団八方会 048-812-7000

048-812-7044
糖内 寺内厳織

4/8/1 入会 ハ'ハ‘灼シ 344-0116 一医〉 048-716-0111

A1 馬場賢 ヤオコー南桜井店2階

4/8/1 入会
344-0062 医)社団八方会 048-812-7000

A1 吉田健太郎

4/8/1 入
/X 八タナカマサヒロ 344-0062 医)社団八方会 048-812-7000

B   小鉢 畑中政博

4/8/1

春日部市医師会

344-S5SS 048-735^1261

巳 加購実

4/9/1 入会
344-0111 医)社団庄和会 048-746-3】22

B 長井仁美

4/9/1   . 異

動
β

現住所変更

  es

ョコタシ・ンコ 344-0067 春日部市中央1一15—10
048-761-0201

648-761-0202'
循内 横田仁子

4/8/1

会

入

A2B

ヨシハラカス’ヒテ’ 339-0057 医)慈正会 048-758-3891

吉原一秀 ワ、・パソ盲館2F

4/8/31

師会

339-0009 医)社団医凰会 048-793-2011

B

退会 山田忠義

4/8/31

崔播疼師・̂

退 会

ヤナイヒロユキ 339-0009 さいたま市岩槻区慈恩寺75番地 医)社団医風会 048-793-2011

退会 野内宏之

4/8/31

退 会 ホンダヨシヒコ 339-0009 さいたま市岩槻区慈恩寺75番地 医)社団医凰会 048-793-2011

退会 本多良彦

4/8/29

北95E師会

異

動

A1

現住所変更

  ES

ムロサキタカマサ 345-0025 北葛飾郡杉戸町清地4-10-24 医)石州会 0480-37*'2525

0480-37-2526 '
リ勺- *埼:福

4/S/29

北葛北部医師会

異 動

ニ・ A2B

現住所変更

  fig

ムロサキキョウコ 345-0025 北葛飾郡杉戸町滑地4-10-24 医)石州会 04B0-37一2525

0480-37-2526'
リウ： 室崎杏子

5
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年月日 変更区分

会員種別

変更事由1

埜更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電話番号

FAX番号
備考

4/9/1
340-0156 —医） 0480-42 0123

管理者交代 名称変更

4/9/1 異動 会員区分変更 340-0156 — 医）

管理者交代 名称変更 野口寿一

4/7/31 退会

  B ―退会

342-0056 医 J it til Ihfi 反・云

山川晴重

4/V1 異動 現住所変更 ムラシタユり 341-0037 =郷市高州1一181—2
048-948-3387

転居 村下裕理

4/7/31
341-0035 医)財団健和会 048-955-7171

  B ―退会

4/8/1

三郷市医師会

341-0035 医)財団健和会 048^955-7171

 ―B

6

令4.9.1 ～ 令9.30
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埼医業Ⅱ第１０６９号 
令 和 ４ 年 ９ 月 ５ 日 

郡 市 ・ 大 学 医 師 会 長  殿 
（地域包括ケアシステム担当理事） 

埼玉県医師会長  金 井 忠 男 
担 当 副 会 長  廣 澤 信 作 
担当常任理事  鹿 嶋 広 久 

 
令和４年度「埼玉県医師会 在宅医療塾 第５回」の 

会場参加者のとりまとめについて（依頼） 

 
 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上

げます。 
 本医療塾につきましては、参加者取りまとめについて、ご協力をいただいており感謝いたし

ます。 
今般、第５回の会場参加者のとりまとめについて、再度ご協力賜りたくお願いいたします。 
つきましては、第５回(１１／１０および１２／１)の参加希望（各日１郡市医師会につき１

名）をお取りまとめいただき、別紙「受講申込用紙」にて１０月２１日（金）までに埼玉県医

師会業務Ⅱ課あてメールにてご回答くださいますようお願い申し上げます。※回答用紙

(Excel)は別途メールでもお送りします。 
 なお、WEB 配信も同時に行います。参加希望の先生がいらっしゃいましたら、「埼玉県医師

会在宅医療塾 専用 HP」から各自個別でのお申込となる旨、ご案内くださるよう、併せてお

願いいたします。 
 

記 

 
１．日時、対象、内容：別紙要綱、研修内容のとおり 

２．費 用：無料 
３．申込み： 
●会場受講：郡市医師会にて参加取りまとめ。 

スキルアップコース(第５回)はベーシックコース（第 1回～4回）（過年度でも可）を

受講した会員医師を対象として、各回１郡市につき１名程度。 

受講不可の場合のみ、後日郡市医師会にご連絡いたします。 

郡市医師会を通じてお申し込みいただく事前申込制。事前申込のない方は受講できませ

ん。（当日の直接申込不可） 

●ＷＥＢ受講：各自で、埼玉県医師会在宅医療塾ＷＥＢサイトの受付フォームにてご登録くださ

い。（郡市医師会経由ではありません。会員、非会員は問いません。医療関係者はどな

たでも受講可。）詳細は別紙開催要綱をご覧ください。 

 
 
 

担当：埼玉県医師会 業務Ⅱ課（森田） 
TEL:０４８－８２４－２６１１ 
FAX:０４８－８２２－８５１５ 
E-mail:morita@office.saitama.med.or.jp 

鹿嶋常任

mailto:morita@office.saitama.med.or.jp


開 催 要 綱 
令和４年度 埼玉県医師会在宅医療塾 

１．目 的 在宅医療分野への参入を検討している医師を対象に、在宅医療を実施するために

必要な知識の習得を目的とした研修会で、在宅医療を担う医師の裾野を広げ、埼玉県

の在宅医療提供体制の充実を図ることを目標としています。 

２．主 催 一般社団法人 埼玉県医師会 ※埼玉県委託事業 

３．開催日 ＜ベーシックコース＞ 

① 令和４年 ６月 ２日(木) １８：００～２０：００ 

② 令和４年 ７月 ７日(木) １８：００～２０：００ 

③ 令和４年 ９月 １日(木) １８：００～２０：００ 

④ 令和４年１０月 ６日(木) １８：００～２０：００ 

 

＜スキルアップコース＞ ２日間とも同内容です。 

⑤－１ 令和４年１１月１０日(木) １８：００～２０：００ 

⑤－２ 令和４年１２月 １日(木) １８：００～２０：００ 

４．会 場 ①～④：埼玉県県民健康センター２階大ホール 及び ＷＥＢ(Zoom) 

⑤：埼玉県地域医療教育センター(埼玉県立小児医療センター南玄関側 8階) 

  及び ＷＥＢ(Zoom) 

５．費用 無料 

６．対象者・

定 員 

◇①～④＜ベーシックコース＞ 

●会 場 参 加：これから在宅医療分野へ新たに参入を検討している会員医師。非会

員は不可。 １郡市医師会２名まで推薦。 定員６４名 

 

●ＷＥＢ参加：埼玉県医師会会員医師が管理者の医療機関に勤務する医師(非会員

可能)および看護師・准看護師等、どなたでも参加可能。 

定員１００名 

 

◇⑤＜スキルアップコース＞ 

●会 場 参 加：ベーシックコース(過年度受講でも可)を受講した会員医師。非会員

は不可。 定員 各日３２名 

 

●ＷＥＢ参加：埼玉県医師会会員医師が管理者の医療機関に勤務する医師(非会員

可能)および看護師・准看護師等、どなたでも参加可能。 

定員１００名 

 

※５回の研修で１クールとなっていますが、１回のみの受講も可能です。 



７．申込み 

方法 

●会場受講：所属の郡市医師会から推薦。１郡市につきベーシックコース（第 1 回～

第 4 回）は１～２名程度、スキルアップコース（第 5 回）は各回１名程

度。受講の可否は、郡市医師会を通してお知らせします。 
※郡市医師会を通じてお申し込みいただく事前申込制です。事前申込のない方は受

講できません。（当日の直接申込不可） 

 
●ＷＥＢ受講：各自、埼玉県医師会在宅医療塾ＷＥＢサイトの受付フォームにてご登

録下さい。（郡市医師会経由ではありません。会員、非会員は問いま

せん。医療関係者はどなたでも受講可。） 
   ＵＲＬ：https://zaitaku.medical-meeting.jp/ 

※埼玉県医師会の HP からもアクセスできます 
    埼玉県医師会ＨＰトップページ＞医療関係者さまへ＞在宅医療塾 

 

※申込み締切りは開催日３日前です。 

※１人１メールアドレスで登録して下さい。参加ＵＲＬが記載されたリマインダー

メールが登録メールアドレスに送付されます。リマインダーメールは研修の１日前

と１時間前に送付予定。 

８．単位等 日本医師会生涯教育講座です。受講された講義の単位等が認められます。 

※ＷＥＢ受講の場合の単位の付与は、登録のメールアドレスおよび当日のログイン・

ログアウト（出退）の記録により管理します。 

９．修了証 

発行要件 

埼玉県医師会在宅医療塾ベーシックコース（過去開催分も含む）を３回以上受講し、

なおかつ、スキルアップコースを対面で１回以上受講された会員医師に本年度の修了

証を発行いたします。 

10．その他  ①受講者名簿は、会場受講・WEB受講、共に郡市医師会及び埼玉県医療整備課に提供

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zaitaku.medical-meeting.jp/


 

 

研 修 内 容 
令和４年度 埼玉県医師会在宅医療塾 

 

回 開催日・場所 
テーマ・内容 

① 

令和４年６月２日(木) １８：００～２０：００ 

埼玉県県民健康センター２階大ホールおよびＷＥＢ 

テーマ「いまさら聞けない介護保険のキホンと今年度の診療報酬改定」 

・介護保険の基本のキホン 

・診療報酬改定（在宅医療関連を中心に） 

② 

令和４年７月７日(木) １８：００～２０：００ 

埼玉県県民健康センター２階大ホールおよびＷＥＢ 

テーマ「移行期医療・神経難病の在宅医療」 

・「移行期医療に関して」 

・「神経難病の在宅医療」 

③ 

令和４年９月１日(木) １８：００～２０：００ 

埼玉県県民健康センター２階大ホールおよびＷＥＢ 

テーマ「コロナ禍における在宅医療」 

・コロナ禍における訪問診療の実際（仮） 

④ 

令和４年１０月６日(木) １８：００～２０：００ 

埼玉県県民健康センター２階大ホールおよびＷＥＢ 

テーマ「緩和ケア、訪問診療におけるハラスメント対策について」 

 ・緩和ケアについて 

 ・訪問診療におけるハラスメント対策について 

⑤ 

１回目：令和４年１１月１０日(木) １８：００～２０：００ 

２回目：令和４年１２月 １日(木) １８：００～２０：００ 

埼玉県地域医療教育センター(埼玉県立小児医療センター南玄関側8階) およびＷＥＢ 

テーマ「シミュレーター実習」 

・呼吸器 

・循環器 

・褥瘡の対応について 

 

※詳しい内容は順次ＨＰに up します。 



埼玉県医師会業務Ⅱ課 森田　あて　（E-mail：morita@office.saitama.med.or.jp）

  令和４年度 埼玉県医師会在宅医療塾（第５回分） への参加者について（会場参集の参加者）
●スキルアップコース● 各回木曜日、18︓00〜20︓00

  郡市医師会名︓                   医師会 

例 埼玉　太郎 さいたま診療所

1

2

3

4

○ ○

回答期日： １０月　２１日（金）まで

  ※医師会会員に限ります

【受 講 申 込 用 紙】

No 氏名 所属医療機関

希望する研修に〇をお付けください
スキルアップ１
１１月１０日

 地域医療教育センター

スキルアップ２
1２月１日

 地域医療教育センター

スキルアップコースの２回は同じ内容で

す。

どちらか１回にご参加ください。

１回の定員は３２名です。

mailto:morita@office.saitama.med.or.jp


集団的個別指導の実施について（医科）

関東信越厚生局・埼玉県

【日時及び場所】

  第1回令和4年10月17日（月）14時~15時3 0分

  第2回令和4年10月31日（月）14時~15時30分

  第3回令和4年11月1日（火）14時~15時3 0分

  第4回令和4年11月3 0日（水）14時~15時3 0分

  場所さいたま新都心合同庁舎1号館講堂

さいたま市中央区新都心2一1

  照会等連絡先関東信越厚生局指導監査課（電話0 4 8 — 8 51一3 0 6 0)

【対象】2 4 2保険医療機関（2 5病院・217診療所)

小室常任



令和4年度集団的個別指導対象医療機関について

令和4年度 令和元年度 增減

一般病院 20 15

5

精神病院

3 1 2

臨床研修病院等

2 2 0

内科(透析なし） 73 57 16

内科(在宅支援診療所） 34 29

5

内科(透析あり）

9 9 0

精神・神経科 13

5 8

小児科

9

10 -1

外科

9 6 3

整形外科 18 15

3

皮膚科

4 2 2

泌尿器科

2 2 0

産婦人科

5 6

-1

一眼科 26 10 16

耳鼻咽喉科 15

9 6

合計 242 178 64



関厚発0 916第・| 7号

令和4年9月・！ 6日

一般社団法人埼玉県医師会長様

関東信越厚生局奉[::らhisrjゴ

関東く言越厚生局及び埼玉県による集団的個別指導の実施について（通知）

社社会保険医療行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、健康保険法第73条（船員保険法第59条において準用する場合を含む。）、国民健康保

険法第41条及び高齢者の医療の確保に関する法律第66条の規定により、下記のとおり関東信越厚生局と

埼玉県による集団的個別指導を実施いたしますので、健康保険法第7 3条第2項（船員保険法第5 9条に

おいて準用する場合を含む。）、国民健康保険法第41条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第

6 6条第2項の規定に基づき、貴会の立会い方よろしくお願い申し上げます。

記

1日時

令和4年10月17日（月）

令和4年10月31日（月）

令和4年11月1日（火）

令和4年11月30日（水)

14時から15時30分

14時から15時30分

14時から15時30分

14時から15時30分

  2 場所

さいたま新都心合同庁舎1号館講堂

  3 対象医療機関

令和4年2月2 5日に開催された、関東信越厚生局指導監査課選定委員会において選定された

「医科」2 4 6件のうちすでに廃止となった4件を除く 2 4 2件

(照会等連絡先）

関東信越厚生局指導監査課

〒330—9727

埼玉県さいたま市中央区新都心2 一1

さいたま新都心合同庁舎検査棟2階

電話 048-851-3060



事務 連絡

令和4年9月2 9日

埼玉県医師会長様

関東信越厚生局指導監査課長

改定に伴い経過措置が設けられた施設基準の届出について

平素は、社会保険医療の適正かつ円滑な運営につきまして、格別のご協力を

賜り厚く御礼申し上げます。

標記につきまして、令和4年度診療報酬改定に伴い、令和4年9月までの経

過措置が設けられた施設基準について、令和4年10月以降に引き続き算定す

る場合には、新たに届出が必要となります。

つきましては、別紙①の案内ハガキ「改定に伴い経過措置が設けられた施設

基準について」を病院宛てに、別紙②の案内文書「改定に伴い経過措置が設け

られた施設基準について」を対象の診療所宛てにそれぞれ送付し、周知を行い

ますので、よろしくお願い申し上げます。

(問い合わせ先）

関東信越厚生局指導監査課

〒330一9727

さいたま市中央区新都心2-1

さいたま新都心合同庁舎

検査棟2階

048-851-3060

小室常任
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(別紙②)

令和4年9月2 9 B

各保険医療機関開設者様

関東信越厚生局指導監査課

改定に伴い経過措置が設けられた施設基準について

日頃より、医療保険制度の推進につきまして、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、令和4年度診療報酬改定に伴い、令和4年9月までの経過措置が設けられた

施設基準について、令和4年10月以降に引き続き算定する場合には、新たに届出が

必要となります。(既に改定後の施設基準を満たした上で届出を行っている場合につ

いては届出は不要ですn)

つきましては、別添の令和4年9月7日付事務連絡「令和4年度診療報酬改定にお

いて経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」より該当する施設i準を確認いた

だき、下記提出期限までに届出書の提出をお願いいたします。

なお、届出様式については、関東信越厚生局ホームページに掲載しておりますので、

ダウンロードの上、郵送等にて提出をお願いします。

記

  1. 提出期限

令和4年10月14日（金）（必着）

  2. 提出・お問い合わせ先

関東信越厚生局指導監査課

〒330-9727

'さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎検査棟2階

電話番号：048 — 851-3060

  3. ダウンロード先のご案内

関東信越厚生局ホームページ

関東信越厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 令和4年度診療報酬

改定について > 令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

¢https;//kouseikyoku.nhlw.go. j p/kantoshi netsu/i ryo一shi do/r4kai tei-kei kasochi. htiri)

※インターネットが利用できない環境にある保険医療機関等につきましては、

お問い合わせ先まで連絡いただければ用紙を送付いたします。

※既に届出されている場合は行き違いですのでご容赦ください。



別添

事務連絡

令和4年9月7日

  地方厚生（支）局医療課御中

厚生労働省保険局医療課

令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

基本診療料及び特掲診療料等の施設基準並びにその届出に関する手続きについては、

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（令和4年3

月4日保医発0304第2号）、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取

扱いについて」（令和4年3月4日保医発0304第3号）及び「訪問看護ステーションの基

準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」（令和4年3月4日保医発0304第4号）

により示しているところであるが、当該通知の第4表1及び表2に掲げる項目であって、

その項目を令和4年10月13以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているも

の等について別紙のとおり取りまとめたので、届出漏れ等が生じないよう、その取扱いに

ついて遺漏なきようご対応をお願いしたい。

また、別紙の届出対象について、令和4年10月14日までに届出書の提出があり、同月末

日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定す

ることができるものとするので、併せてご対応をお願いしたい。

なお、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについては、「新

型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い（その26)」（令和2年8月

31日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「8月3113事務連絡」という。）のとおりで

あり、留意されたい。



令和4年9月30日まで経過措置の施設基準

(別紐)

令和4年10月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの

0基本診療料

区分項番

属出打象

(令和4隼3R31mこ村いて下ts施ft基準&
騙出していた條峡Sft・・）

鑓逢ttlizeる*件(纖粟〉 引奮Mfr算攻するMK基W 層出が必|(な4式ft

入

Ma

本J
4

1

一痢棟用のXUt, se・看・必*度の施B基*

注)ただし、令和4琴3月31日時扇で，杵蜀・床敵200床
以上400床米湖の供・・曲機瀾の急性期一艫入・
の・棟であって、StfS、S・・看¢|必・ft I宏ffiいて
ff・史行っている冑梅去・く

令M4年点で、象性期̂10入・"1 一5,7対1
 入・基本翔(・核，精定繊饒痛・(一艫解糠)、尊π病
快)・看B必・ft油算 く神定・専，)，tt愈入M体M加算、
急性期看篇襦助洋M加冀、看讀・||夜ffCBttt翼，看&
精助加算1、鳩域S禰ケア・棟入・刊又は神定一痛tt
入・科の庄7を・け出ている病纖又はM塞については・令
和4華fi只30日までのKに*リ・ r菫C度・SA‘看R必・
麿Jに係るMIS基*を・たしているものとみなず・

ー・綱・用の翼<IX、Sft・・・必栗度のXK2基9 別灌7の格式10

2 有廉|*療看ス解贔本料の注31ごWげる有|¢*療析在宅
患看X投病床初期加算

令和4年3内》15綺煤で・有床・瘦桁入賊基本料の眉出を
抒，ている・・，一こついては・令AM年9角卯5までの
ffilこ*り、『遍切な置恩決定X邊に!|する授射€定めてい
ることJの臺*毫91たじCいるものとみなす・

賓康*痕解入購墓本科の注3に鳩げる有床艫療析在宅
恩看亥|!・ec初期加算

來・7の格式はの7

入

廉墓
本
科

等

加算

3

・・者繡曲等入・基本料の庄⑺に纖xする夜聞看n
体・加算

令K4葦3月31臼崎成で夜|V饗ft体・加算等に保る*出を
行っている傑・く・Vinにウいでは、令和4琴0月30S家
 での・に雇リ・・間における・β集||の・授it滅に鸞する
*ii管3等にNする・睾奢aたしているものとでる・

・富・施|St尋入，基本料の注1CHこ規定ずる夜聞看・
体*|加算

利堪7の格式Uの3

・性湖看|!一助体麟加算の注3に規定する夜M看ft体
鍼加算

急性期・a・助休・加翼の注3に・定する夜M*K体
M加算

看・ー興夜聞Gfttt算(看SHft夜瀾12対*|配・加算
1&び看&職貝崔聞16財1E・̂算1に・る〉

署tt・!!夜MB量加算《看・・||夜問12対1史・加算
1及び看・・・夜問16対1配*加算1に・る〉

看・袖助加算の注3に規定する夜間看|!体・加算  雲β褐助加算の注3に規竃する夜n看・休・加算

精梓H教・急性XI・・入Kflの注S匕規Xする署a*
興夜nciM算

箱轉H教・急性MB療入IR科の注51こ規定する看B・
員夜聞・・加算

精祥科彙・・合供2ス|(おの注51：：・¢する響・・負
夜聞配置加算

精轉科・象・合併¢入・科の注引=規Xする零SMK
夜ffE量加||

A

急往期充寓体鋼算
K内3連射応チームの摘・||における所Sの研修|::つい
ては，令和4年9月30S*での問は、廬該羞壜をXたしてい
るものとみなすものとする・

*往期充実体鯛拍算 淋堪7の格式M

5

意住期充寓体鯛加算

KA3・料応チームに煤るff^MVについて・令和4年9
月30日までのMは、蟻・基準£・たじVいるものとみなすも
のとする・ただし、その壜愈であってtimeを令和4卒〇角
30日班での間にM催すること・

急往期充実律鋼加算 刻想7の相式U

6

病梅薬刑・授案*加算'| (小A入，Kft管4料(一轢
單位で行うものに瞳る)の眉出を行ゥているものに*
る・）

令和4隼3月313蜻盧において・現に・轢KM廉H寅施加
算*|の||出宏行□ている*映置療橡・であって・小兄入，
 Bff管壜利の眉出を行*3ているものについて|1令和4年β
月3〇日家での間に・り、・轢釀n・務を行う尊任の|IM峰
が邊ttffMeftM・の金ての・梅にE雪$れているとみ
なす・ただし，この蠣台であってt小火入・・療管壇耗史算
定する痛植に病*・|||案ff€行う等任のKM・がC・さ
hていないと・は、崖釀加算&算Sできない，

痛轢・M*務興施加算1 MS7の格式40の4

7

入退廉支|>加算1

1の⑷に|*げる旧携KdUlMj・の規定については，令
和4年3月31日において・に入這・支!嚴加篝1に係る・出
を行っている保険・療・・については，令和4年9月00日
までの間に・り、ttltt基準を・たすものとみなすものである
こと・

入瀟KXttffl算1  利曲7の保式40のθ

B

地域BA休|<確保加算

♦和4年3月31B時点で建域K*体M確保加算の||出去
 行っている・険・療観一にっいては・令和4隼θ片OOS家
でのMに|!り・r・解労働的聞班翰|t・作成ガイドラインj
に基づき・1*・9労ftMKS縮|+・Jを作貧することにftる
基m¢湖たしているもの4：する・

堆域S*体MWft加算 M活7の格式40の16

入

科

e 稼・教急入Kru&び4における童CK・，瘦鬢|
要度のff・方法

令柏4翠3月31S蜻点で救自教急入・料の層出£行ってい
る治療塞|::あっては、令和4翠dflso日までのMに・リ・令
 和4年α改X餌の轉¢集中堆AK用の・蠍度，K療・肴BI
必栗度に保るff・累を用いて||蠣をしてもSし天えないこ
と・

*曲教拿入映科2及び4 廉番7の格式43

10
 轉足>中治療廬曾!|**における麓ttA・S廉署α必裏
皮のfffl方法

令和4*3胃31日・扉で神定*中汝・富曾疆料の・出を
行っている泊・宣にX>ゥては・令和4律dM30B求でのmに
釀(人令和4年度改定nrの神定纖中泊療置所の盧*|x，k
・・看||¢栗度にffるtt・，を用いてIf・をしても・し支
えないこと・

相定纖中M療菫蓄・斜 WX7の棟式43

11
神定集中泊痕曾91料の注5に規定する・期史番介入管
*加算

令和4隼3月》1日的媒で神定集中治，室曾く料のr注幻に
操げる單蠣顰餐介入曹理加算の・出奎行っている泊・宣
 にあゥては、令和4年0角30S家でのMにnり.θの(4)の基
・を・たしてぃるものとみなす*

轉S集中泊療實壜料の注6に規定する早期*・介入曹
壜加算

解通7の11式42の4

12 回復期リハピリテーシ3ン痢糠入・相1~4

令和4年3角31B時Aで，圃復翔リハピリテーシSン病棟入
Mの属出を行ってぃるM梅につぃては，令和4隼9角30
 S亥での鬨に・り，「*規入，愚饗のうちの簾βの患零の
MftJに保るKttS單¢満たしているものとする・

 πβ期リ'、ピリテーシaン痛植入・W1・"4
M煤7の梯式4Bの2、
樺式49の3

13
堆域笛推ケア・棟入映料C 200床以上400床朱瀾の塞療
・MH:眼る・）

令和4年3片31日KAで，連域苗播ケア・棟入映料の||出
¢行っている一探を有するものについては，吻琴0戸30
日までの問に・リ，・・の一較・樵から蛇轢した・者の*
金に£|る掩技基畢を灌な1ているものとする・

地域包格ケア・A入鋏料2*たは4 刻爆7の格式50



令和4年9月30日まで経過措置の施設基準

 K分 項・
眉出灼象

 (令拍4年9にβいてTBIte基*を
騙出していた，・・療・・I

H邊?|・に保る栗件(概・） 引きM倉|PSする>KS基準  *出が必・α格式*

特
定
入

映A

14 壜域包播ケア・植入一判

令和4年3月31日吟点で，壜城笛播ケア痛*入，科・入廉
・ft管・輯の*出を行っている・棟又は一富については，
令柏4年9角305家でのMに・り、自宅等から入¢|した患者
・合、・宅等からの緊・患鬢の憂入，在寒K療等の夷M
及び在宅煤壜串に係るMtt*準を溝たじcいるものど¢
る・

地域曹播ケア・轢入・料 別*7の快式卯、楢式
¢0の2

15
地城&推ケア・律入，科及び煽域包播ケア解律入R
・・管扇A1又は2(100床以上のKftHN)

令和4零3月31B托・で、地城S播ケア・棟入IR科の曆出
史抒っている一棟又は・*については・令和4年0，30日
家でのMi::・り・入逢K文纖ffl算1の雇出史・さないことと
する・

地域£律ケア蠣揮入，n及び途域s推ケア鰐襷入・
II療鸞環科1又は2

利97の樺式50、様式
6Cの2

[B
n祥科・・急性翔・僚入・輯の注する精祷K
教・・療休M加算1~3

令|04#3,31 mこおいて・に旧・科靡・表のM梓M*
急入・鋼に僅る應出を行っている一棟|こついては，令和4
年〇A3〇SまでのMに・リ、邊K飜植|::おける・床数が
120床以Tとすることについて聚停¢満たすものとみなす・

精神科教*K療体M加算1
精衿M・急K療体朗加算2
精神科教急・*体・M算3

・理府・等からの意見
塞(来攘出の場含I

17 精定・龍・Kリハビリ于胃シ3ン痛棟入K料

令tt4*3,31日略癪で，0復期リ'、ピリテーシ，ン・植入
峡料¢・出金行っているM*(一定崔・纖・に限る・）につ
いては、令和4年9,30日までの聞に醒り，AKXWS湖た
しているものa;する・

轉定植*一IKリハピリテーシ3ンー*入映料

利・7の樟式fi.様式
20、橡式49、栂式“の
2、M式相の5
MMの興績表で看
謹*員の・種がRKで
きる蠣合は、帽式20の
崖雛看||憂||のみ董省
略することがで念る

※E療機Mの負担軽X等の助点から、施K基準毎の全眉出探式の届出を求めるのではなぐ必S最小履の探式の届出を求めるもの・



令和4年9月30日まで経過措置の施設基準

令和4年10月1日以降も算定する壜台に届出が必要なもの

OKM鯵療料

 B分項番 履出対象 城通播置にftる|¢件(蠣番） 引きMき算STるM投基n ・89が必・QttK*

B

字管

・n

18 がん惠者携導鬢層・イ

令和4*3^3!日綺廉で，がん惠・描導管・料イの屑出奄
行っているB*・圃については、令和4年Gfl30Bまでの
Mに・リ、1*意・決寬烹授|::Hする棺|fJに供る施教基準を
満たしているものとする・

がん惠看推9鬢珊珀イ 刻港2の格式5の3

1S 一投不妊治療管壇料
令和4年好30日までの闇に履リ・BKKのE・，雄・実||
及び生MMM・療¢突廉する他の*映K*植|||との通，
に廉る基單を*たしているものとする・

一般不妊泊*管・料 刑灌2の格式SのH

20 生孃棟助・療管灌料

令和4年3^319神痛で神定泊，天・率簾の東算・釀崔
Mといcnsを憂けている*陳・療橡uについては.隅年
9月叩日家でのMに釀り，人||の£置・其*すべき)| ft・!!
供、安全曹環等の・瘍機||の休M<生||相助・讓管壜科1
における患奮からの相賴にH応する体Mを障 く・こftる碁
準去漢たしているものとする・

生遽・助K療督灌料 Mil2の格式5の12

2( 外来8IA化寧療法鯵・科

令和4年3内31S綺貞で外来化宇療法加算1又は2の・出
を行っている，tt・療植Mlこついては、令和4年〇角30日
班でのM・專任の・IL署・・又は・布・がM内に常晴1
 人以上C・きれ・本艫・料£算ftしている患饗から電β等
による*・の相・等|こ24時闇対応できる這・洋M宏濡たし
ているものとする，

塞た・令和4隼3月31日的廉で外来化宇療法加算1又は2
の属出を行っている皺鐵所については・やむt得ない疆由
等により|KAに常*M人以上C・することが・・な壜命で
あって，電K等|::よる・・の格・等にK轉、看・解又は第
刑・が24 RM対応できる3祕体・1が・爾きれ，患者に簡
知している壜fr|こおいては、̂Wfi*3fl31日までのffiに
限り、外来・・化手・法診・科2宏眉け出てもよいものとす
る・なお，その壜金|::おいては・令和4隼10 A1日以峰の
算定に縊たり、期廉2の格式39を用いて眉出を行う必餐が
あり・そのー・，内に實押1人以上史・することがBKな理
由去番足ること・

外来・・化甲・法・・料 ・通2の格式帥

在宅 22 在宅療養玄tt・療祈・在宅AS支援綱・

令和4年3,31 BitAで、在¢・餐XHV・所又は在宅・
翼文援・・の雇出を行っている・，S療・・については，
令和4琴9舅3〇日までのMに*り・rsc決定x援に||する
ttltJにftるfflt基*を・たじCいるものとする・

在宅療・支ttl!療・・在宅・養Xt*纖，
解堪2の怕式11、格式
りの2

リ
ピ
リ

23
班食機ft療法の注3に規定する供食・下檄ADDtt休・
加算1&び加算2

令和4年31131日時Aでr・・・・の算定方法のー・史&
正する件jによる改!in(令和4年度改定和のB14鐵敵表
K分・号「H004J供食機鎗*法のr庄3Jに)|げるW食釀
下文投加翼のKB基*|こ<*る・出¢行ってい¢*険・療
機・においては、令K4年S，30SまでのMに*り・供食釀
下機MB復傳一in翼1及び翼2に・する供貪・下XU
チームの職穆の規定におけるr專煤の常勤雷・||xtjに
ついてはr專任の當勤嘗tfKXztjであっても・し支丸ない
ことどtる・また、供食・下糠MDDtX体綱加算1の城口拓取

以上の基*¢，たしているものとする・

供食崔鑓療法の注3に規定する拓貪*下機麹Btt体・
加算12び加翼2

【加算1】
期*2の棟式ねの6・
 楢式40のβの2,格式
44の2

【加算2】
刈*2の格式43の6、
字|式44の2

手
24 精巢内精子探取精

令和4媒3,31癪で神£治療Stt事集の寓M・廉褐
・として||定をXけている廉・・療懺Mlこっいては，111年
0月30Bまでの聞にHり，K・のCS・・療実・&び他の
*険謹療・Mとの連K匕係る基単を・たしているものとす
る・

 精織内精子α助術 明曲2の式87の42

坊
看 25 梅析強化finng看a蕾壜療顰x

令柏4聟3内31日拷雇で、縫的)|化曲防H看・曹・・養貧
1又は2の・出去行っているftfl看||ステーシ3ンについて
は、令和4尊d，30日家でのMに・り、1*入析育成のための
研修等]及び「肪看・|::Mする作・壜供又は相摘』に供
る墓準を・たしているものとする・

・鰊薄化肪MITBIf壇療養黄 浙絨快式6

 ※E療機関のK祖β減等の助点から，施投基準毎の全曜出探式の届出を求めるのではなぐ必・最小限の楢式の届出を求めるもの。



令和4年9月30日まで経過措置の施設基準

(参考)

令和4年川月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等

〇基本皺療料

区分 頂・

対象
(令和4年3角3f日において下EMB碁4を

瀾出していた保纖S療*・〉
錄邊}|置1こ保るK件(*番） 引き鰹き算定する廉K基準

初

再
*料

1

植fi強化加算

令和4年3A31日時点で|1M強化加算に係る眉出史行ゥて
いるft・・療機・にっいては・令和4年91130日家での聞

に|>り、地蠣包播・療加算2、地*苗播皺療料2、植ft強
化&以外の在宅療饗X援・療折&び在宅・養支援禰，に
おける案Mに係る基準、地域における保*・攝祉・行&サー
ピス等にAる対応£行っている常勤の・・¢E置している
ことにftる*準、地域におけるかかりつけ・橡Mとして対応
を行っていることについてtttt保狭匿療のAやすい壜析及
びホームページ等に禰示していることに係る基*、£満たし
ているものとする・

孃柿強化加算

入

廉a
本

料

2

ft性期一fi入班料6

令和4年3月31日轉Aで，に急性期一tt入・輯6£雇け出
ている保・・療植HIこついては・令和4年g月3〇日までの
 mに|>り、引き較寺令和4年α改定餌の癪数表により*性
期一釀入析料6宏算定町ttとする・

・性期一K入R料6

3

*餐・棟入快基本料

令和4年3角3t日|::おいて現に療養痛樟入統料1又は2に
係る層出¢行っている儂纖・ffttHについては，令K4隼0

月30BまでのMに・り、摂食機M又は・下梅nの回復に
必Cな体鋼が*保されているものとみなす・

療SM棟入，基本料

4

療SM棟入M基本料

令和4年3月31日|こおいて・現に療餐M糠入R基本料に係
 る||出を行っている保KB・・||についてぬ令和4年θ月
30SまでのMに・り・FIMの湖定を行っているものとみな
す・

療餐痛禮人K基本料

入
 ・味
加基

翼本料

5

重¢患看初期X援充実加算

轉に・・な患者及びその家族等に対する支援に係る取組
のffflf等t行うカンファレンスについて、・*がBBHな壜台
にあっては，令和4年9月30日までにMtt予定で£れば、羞
しXえないものとする・

風從息者初期Xtt充爽加算

W

定

入

R
料

6 教・教・入，科1及び31：：おける置症度・醒療看・必番
aのnn方法

令̂4年:31131日時Aで教・fe急入快nの瀾出を行ってい
る池療Xにあゥては，令和4年9月30日までのHに限リ、令
和4年度改定筋の待定集中治廉SKfflの重tts. ・療・看B
必・度に係るn・累宏いて押僅安しても蔓し文足ないこ
と・

教命教・入び3

7  β卒中ケアユニット入MS療管灌科における一曲痛糠用
 の璽α度，匿・・看β必番度のrb方法

令和4年3月31日轉J*で・卒中ケァユニット入，・療管壜
料の瀾出¢行っている治療室|::あっては、令和4年9月30日
 までのmに曜リ・令和4年度改定葡の一k痛糠mの重α
K・廉療・看B必S度に煤る興催累を用いて界flをしても||
し文えないこと，

K卒中ケアユニット入RS療管環料

8

地域包播ケア綱棟入K料(療養痛床に||る・）

令和4年日時Aで，地域忽括ケアA樟入，科又は入
 ・・S管環料のβ出を行っている痛棟については、令和4
年9用30日までの聞に|・り・盡tt痛棟又は**において、
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令和4年度

都道府県医師会社会保険・情報システム担当理事

連絡協議会

0時令和4年9月8日（木）

午後4時30分~6時30分

場所WEB方式での開催

次第

  1. 開会

  2. 会長挨拶（日本医師会会長松本吉郎）

  3. 来賓挨拶（厚生労働副大臣伊佐進一）

  4. 配布資料確認（事務局）

  5. 議事

  (1) 連絡協議会の趣旨とオンライン資格確認の原則義務化の経緯

(日本医師会常任理事長島公之）

  (2) オンライン資格確認の現状と原則義務化に関する説明

(厚生労働省保険局医療介護連携政策課水谷忠由）

(厚生労働省保険局医療課眞鍋馨）

  (3) オンライン資格確認導入促進と課題解決に向けた取り組み（協力依頼)

(日本医師会常任理事長島公之）

  6. 協議【質疑応答】

  7. 総括（日本医師会副会長茂松茂人)

8 .閉会

小室常任





関連サイト

・(事業者選定)オンライン資格確誌導入対応業者問い合わせ先
  httos: 〃 www.iryohokenjyoho- . ，
PQrtalsitejD/t〇p/dQCS/45eef7ac1 f53aaf178019728€172匕
6e7b,pdf

・（事業者選定)医療機関・薬局、システムベンダ等に対する「オン資導入支援
ダ業嘉オンライン資格確認に係る導入菱援サービス」提一者お問

い合わせ先

・ https:〃www.mhlw.qo,jp/content/10200000/000703906・
pgt

・オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係医療機関等向けポータル
分イト(ポータルサ々卜）

・ httDs://www,irvohokenivoho-portalsite.jp/

・(ポータルサイト)顔認証付¢カードリーダーカタログ

・ https;//wvyw.in/〇h〇kenjvpho-
Dortalsite? lo/'aoDiicatiQn/口 ost-6.html

・(ポータルサイト)顔認証付きカードリーダー申込(要アカウント)

・ htti3s://shinseufvohokenjyoho-
口 ortalsite-iD/bc/bnauete/Tace/

・（ポータルサイト)オンライン資格確認利用申請

・ httDs://wvyw.irv〇h〇keniy9ho-
D〇rtaI^Re」iD/a ロロrication/p〇st-4.htnrU

・(ポータルサイト)オンライン資格確認の運用開始入力

・ httios;〃wvyw.iryohokenivpho-
130rtaI^Re.it3/aDDrication/bost-14-html

・(ポータルサイト)オンフイン資格確認関係補助金申請

・ htt口s;//wv/w-iry〇りokenjypho-
D〇rtaT^Tte」D/51313rication/~bost-2.html



日医発第10M号(情シ）（保険）

 令和4年8月3 0 θ

都道府県医師会

情報システム担当理事殿

社会保険担当理事殿

日本医師会常任理事

長島公之

(公印省略）

オンライン資格確認導入のための見積取得に関する会員への周知徹底のお願い

平素より本会会務の運営に特段のご理解・ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

令和5年4月からのオンライン資格確認原則義務化に向けて、オンライン資格確認

に必要な顔認証付きカードリーダー（以下、カードリーダー）をまだ申込んでいない

すべての医療機関に対して、現厚生労働省から、早期のカードリーダー取得が依

頼されているところです(現在紙レセプトでの諸求が認められている保険医療機関は、

オンライン資格確認導入の原則義務化の例外となります)。

つきましては、まだカードリーダーをお申込みされていないすべての医療機関の会

員の先生方に、まずは早期に、お使いのレセコンや電子カルテ（以下、既存の院内シ

ステム）のシステム事業者に、オンライン資格確認導入のための見積作成を依頼いた

だきたいと考えております。

各医療機関がオンライン資格確認導入のための見積を取得し、自らの医療機関の状

況を把握いただくとともに、その際に判明した問題点を日本医師会の相談窓口にお寄

せいただくことが、オンライン資格確認の導入促進、課題解決による医療機関の負担

軽減、「やむを得ない楊合』の対応要望などのために、大いに役立ちます。是非、本発

信文害の会員への周知徹底にご協力お願い申し上げます。

オンライン資格確認は、院内に設置する「カードリーダーを繫いだパソコン（資格

確認端末)」と、社会保険診療報酬支払基金（以下、支払基金）・国民健康保険中央会

が運営するオンライン資格確認等システムをオンライン接続することで、患者の即時

の保険資格確認という基本的な機能が利用できます。さらに、資格確認端末と既存の

院内システムを連携することで、レセコンに患者の保険資格情報などを取り込むこと

や、患者同意の元に電子カルテで様々な医療情報を閲覧することができるようになり、

システム導入のメリットを最大限享受できるようになります。

既存の院内システムとの連携については、それらの導入・保守を行っているシステ

ム事業者に、対応作業を依頼いただくことになりますが、連携部分だけでなく、資格



確認端末の手配や回線との接続設定なども含め、オンライン資格確認対応を一括して

その事業者に発注いただくことになるケースが多いかと存じます。

カードリーダーは、5つのメーカーから機種がリリースされており、診療所は1台、

病院は3台まで無償提供されますが、機種ごとに形状など、特徴に差があります。

基本的には、どの機種であっても、各社の既存の院内システムと連携できるようにな

っていますが、システム事業者によっては、より相性のいい機種を推奨することもあ

るようです。

これらを踏まえ、見積を依頼される際には、特に以下の点についてご確認をお願い

いたします。

・事業者としてオンライン資格確認導入作業に対応可能か（不可能な場合、対応可能

な他の業者を紹介できるか）

・推奨するカードリーダーの機種があるかどうか（特にない場合は、医療機関側の好

みで機種を選定ください）

・導入費用・保守費用の金額

・事前も含め、必要な作業の内容（医療機関側、業者側）

・運用開始までにかかる期間

システム事業者への確認により、カードリーダーの機種が選定できましたら、是非

早期に、医療機関等向けポータルサイトから、カードリーダーの申込をいただきたく、

お願いいたします。

なお、ポータルサイトのアカウントが未登録の医療機関に対しては、支払基金から

8月10日付けで「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイトへのアカウン

卜登録のご案内について」が郵送されておりますので、そちらをご参照の上、ポータ

ルサイトのアカウント登録とカードリーダー申込をお願いいたします。

【オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係医療機関等向けポータルサイト】

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/

補助金を受けるためには、令和4年12月末までにカードリーダーをお申し込みい

ただき、令和5年2月末までにシステム事業者と導入作業の契約を締結、同3月末ま

でに運用開始いただく必要があります。

加えて、今回の原則義務化を受け、配送期間及び院内システム改修に必要な時間を

踏まえ、従来、受注生産されてきたカードリーダーが事前生産されることとなり、ご

希望の機種を入手いただくために、補助金要件よりも早いカードリーダー申込締切が

提示されているところです（別添1参照)。1機種は10月30日、4機種は11月30

日が申込締切とされていますが、在庫がある限りは、締切以降でも申込可能とのこと

です。

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/


見積取得の結果、「地域に業者が見つからない」、「見積額が補助金上限額より高い」、

「保守料が高い」、「導入に時間がかかる」、「適切なネットワーク回線が見つからない」

など、導入に障害がある場合は、日本医師会の相談窓口に情報をお寄せください。

いただいた情報を學生労働省やオンライン資格確認推進協議会（日本医師会、日本

歯科医師会、日本薬剤師会にて設立）と共有し、問題解決のための情報提供や業者へ

の働きかけ等の支援を行ってまいります。

また、収集した問題点から、医療機関には責任のない「やむを得ない場合」をまと

め、中医協附帯意見の「令和4年末頃の導入の状況について点検を行い、地域医療に

支障を生じる等、やむを得ない場合の必要な対応について、その期限も含め、検討を

行う」際の根拠として活用させていただきます。

【日本医師会ホームページ・メンバーズルーム内オンライン資格確認相談窓口】

https: 〃 www.med.oi'.jp/japanese/membei's/info/jii'ei.html

オンライン資格確認の概要（原則義務化の内容、導入補助金、診療報酬上の加算な

ど）につきましては、添付の令和4年8月18日付発信文書「オンライン資格確認の

原則義務化の概要及び医療機関等向けオンライン説明会の開催について」をご参照く

ださい。

なお、同文書でご案内した「医療機関等向けオンライン説明会」の録画映像が

YouTubeで配信中です。オンライン資格確認の概要や、カードリーダーの各機種の特

徴などもご紹介されていますので、是非ご視聴ください。

三師会・厚生労働省合同開催オンライン資格確認の原則義務化に向けた医療機関・

薬局向けオンライン説明会（録画映像と資料）

視聴 URL htti)s:"wutu.b（̂lH3mhiiEchLLS

資料 URL lutDs:"vcw\\..ii.vohokerij\、，h(r])()rtalsite.jDMbout/d()cs/onshigiinukn.i)df

つきましては，貴会におかれましても、本件についてご了知いただくと共に、貴会

管下の郡市区等医師会ならびに会員への周知方につき、是非ともご協力を賜りたく.

重ねてお願い申し上げます。

【別添資料】

・令和4年8月18日付日医発第928号（情シ）（保険）「オンライン資格確認の原

則義務化の概要及び医療機関等向けオンライン説明会の開催について」

・別添1:顔認証付きカードリーダーとシステム事業者への申込みについて

・別添2 :製品比較表(2022/7/7現在）

(httDs-/Av\vw.irvohokenivoho~D〇rtalsite.iD/m）Dlication/D〇st'G.html(こ掲載）



日医発第928号(情シ）（保険）

 令和4年8月18 θ

都道府県医師会

情報システム担当理事殿

社会保険担当理事殿

日本医師会常任理事

長島公之

(公印省略）

オンライン資格確認の原則義務化の概要及び

医療機関等向けオンライン説明会の開催について

平素より本会会務の運営に特段のご理解・ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

オンライン資格確認について、保険医療機関・薬局に、令和5年4月から導入を原

則として義務付けることに関し、令和4年8月10日、中央社会保険医療協議会（以

下、中医協）において、例外を含む原則義務化の内容や、オンライン資格確認導入医

療機関における診療報酬上の加算の内容についての答申が取りまとめられました。ま

た、同日の中医協では、医療情報化支援基金による導入補助金の拡充（病院の補助上

限額の増額、診療所の補助上限額までの全額補助の復活）も公表されました。

日本医師会としては、オンライン資格確認について、「将来的に全ての医療機関に

オンライン資格確認が導入されることで、全国の医療機関が安全に繋がる医療専用の

ネットワークが構築されることとなり、このネットワーク基盤の活用が、国民・患者

への安全・安心で良質な医療提供に繋がる」と考えていることから、その推進、普及

に協力する立場をとっております。今後、日本医師会として、国並びに各関係者と協

力し、会員の先生方の導入を支援してまいります。また、今後、導入に関する情報を、

随時、文書、日医ニュース、ホームページ、説明動画、説明会など様々な媒体で提供

していくとともに、導入に関する相談窓口を拡充いたします。

まずは、本文書にて、オンライン資格確認原則義務化の概要についてご説明すると

共に、8月24日にオンライン資格確認推進協議会（日本医師会・日本歯科医師会・日

本薬剤師会）と厚生労働省が合同で開催するオンライン説明会についてご案内申し上

げます。

1.オンライン資格確認原則義務化の経過について

「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和4年6月7 3閣議決定）において、

「オンライン資格確認について、保険医療機関・薬局に、2023年4月から導入を原

則として義務付ける」との政府方針が示されました。これに基づき、中医協に対して、

令和4年8月3日、「医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付



け及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱い」について諮問がなされ、同8月10日

に、例外を含む原則義務化の内容や、オンライン資格確認導入医療機関における診療

報酬上の加算の内容についての答申が取りまとめられました（令和4年8月10日付

日医発第912号（保険）「中医協答申書について（令和4年度診療報酬改定（看護の

処遇改善）並びに医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付け及

びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて）」）。また、同日の中医協では、医療

情報化支援基金による導入補助金の拡充（病院の補助上限額の増額、診療所の補助上

限額までの全額補助の復活）も公表されました。

2 .オンライン資格確認原則義務化の概要について

【原則義務化の内容】

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和32年厚生省令第15号）等が改正さ

れ、令和5年4月1日以降、保険医療機関は、患者の受給資格を確認する際に、患者

からマイナンバーカードを健康保険証として利用する（=「マイナ保険証」による）

オンライン資格確認による確認を求められた場合、オンライン資格確認によって受給

資格の確認を行わなければならず、そのために必要な体制を整備しなければならない

ことになります。

・義務化の例外

現在紙レセプトでの請求が認められている保険医療機関は、オンライン資格確認

薄入の原則義務化の例外となります。

・導入の手続きのお願い

例外となる医療機関以外の医療機関におかれましては、コロナ禍への対応等、大

変な状況の中、誠に恐縮ではございますが、来年4月の原則義務化に向けて、オン

ライン資格確認導入の手統きを進めていただきたぐ何牟よろしくお顧い申し上げ

ます。

・やむを得ない場合の対応

世界的な半導体不足による機材調達の遅れや、システム事業者側の対応力の不足

により発注しても導入が進まない等、導入における課題が多く存在していることも

承知しており、オンライン資格確認の導入が期限までに間に合わないやむを得ない

事情もあると考えております。そのため、日本医師会をはじめとする診療側委員の

強い要望で、中医協答申の附帯意見において、「令和4年末頃の導入の状況につい

て点検を行い、地域医療に支陳を生じる等、やむを得ない堤合の必要な対応につい

て、その期限も含め、検討を行う」旨が記載されております。

また、中医協において、「令和5年4月1日にオンライン資格確認に対応できて

いない場合、即、療担規則違反となって保険医療機関の指定取り消しとなってしま

うのか」という日本医師会委員の質問に対して、厚労省事務局からは、「療担規則



は、保険医療機関等の責務を規定するものであり、遵守されていない場合には、ま

ずは、地方厚生局による懇切丁寧な指導などが行われることとなるが、具体的には

個別事案ごとに適宜判断することとなる」との回答がなされております。

⑩日本医師会相淡窓口の拡充

今回の原則義務化を契機として地域医療提供体制に支障を来たす事態が生じな

いよう、日本医師会としても各関係者と協力し、引き続き課題解決に努めていく所

存です。

これらの課題への対応について、厚労省は中医協において、「コールセンターを

設置し、個別の問い合わせに対応している」、「これまでに受けた問い合わせを踏ま

え、順次Q&Aを更新し、わかりやすい配付資料等も行っていく」、「システム事業

者にも、システム事業者導入促進協議会の活動等を通じ、丁寧な対応を依頼してい

く」、「申し込みから導入開始まで、ステージごとの課題に適切に対応していく」と

の見解を示しております。

そこで、現場の課題をより広く収集するために、日本医師会では、從來から設置

している相談窓口を拡充いたします。導入についてお困りのこと（例えば、地域に

業者が見つからない、見積額が補助金上限額より高い、保守料が高い、導入に時間

がかかる、適切なネットワーク回線が見つからないなど）ございましたら、下記相

談窓口に是非情報をお寄せください。いただいた情報を厚生労働省やオンライン資

格確認推進協議会（3本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会にて設立）と共有

し、問題解決のための情報提供や業者への働きかけ等の支援を行ってまいります。

【日本医師会ホームページ・メンバーズルーム内オンライン資格確認相淡窓口】

https V/www.med.or.jp/japanese/niembers/info/jirei.htnil

【医療情報化支援基金によるオンライン資格確認導入補助の見直し】

昨年雍、日本医師会として、医療情報化支援基金によるオンライン資格確認導入補

助の拡充を強く求めてきた結果、この度、以下の通り見直しが行われました(別紙1)。

<診療所>

見直し後：基準とする事業額42.9万円を上限に実費補助

(顔認証付きカードリーダー1台無償提供）

<病院>

見直し後：基準とする事業額を2倍に増額

(顔認証付きカードリーダー3台まで無償提供)



1台の場合：事業額420.2万円を上限に1/2を補助（補助上限210.1万円）

2台の楊合：事業額400.4万円を上限に1/2を補助（補助上限200.2万円）

3台の場合：事業額380.6万円を上限に1/2を補助（補助上限190.3万円）

なお、本補助金を受けるには、下記の期間内にそれぞれの対応を進めていただく必

要があります。

  (1) 令和4年6月7日~同12月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込む

  (2) 令和5年2月末までにシステム事業者と導入に関する契約を締結する

  (3) 令和5年3月末までに事業を完了させ、オンライン資格確認をスタートさせる

  (4) 令和5年6月末までに交付申請を行う

また、令和3年4月1日~令和4年6月6日の期間にカードリーダーを申込済で、

令和4年6月7日~令和5年1月末までにオンライン資格確認の運用を開始した医

療機関に対しては、補助金受給済の医療機関を除き、今回拡充される補助内容との差

額に相当する別途の補助が実施されます。この別途の補助につきましては、詳細が決

まり次第、改めてご連絡いたします。

【診療報酬上の加算の取り扱い】

今回のオンライン資格確認原則義務化を踏まえ、令和4年4月に新設された「電子

的保健医療情報活用加算」は令和4年9月30日までの取扱いとし、令和4年10月

1日より新たに、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設されることとな

りました（別紙2)。

新設される加算は、初診時等に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用

して診療等を実施し質の高い医療を提供する体制及び電子資格確認等による患者情

報の取得の効率化を考慮した評価となります。点数は、

  (1) 施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合：4点

(=従来の保険証を持参した患者の場合等）

  (2) (1)であって、オンライン資格確認等により情報を取得等した場合：2点

(=マイナ保険証を持参し、医療情報等の提供に同意した患者の場合や、診療情報

提供書等を通じて、医療情報等を取得した患者の場合等）

となっており、月に1回、初診時にいずれかの点数を加算することができます。

算定するための施設基準は以下の通りです。

  (1) レセプトのオンライン請求を行っていること。

  (2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の

導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を

行うこと。

  (3) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等

に掲示していること。

ア.オンライン資格確認を行う体制を有していること。



イ.当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報

その他必要な診療情報を取得・活用*して診療を行うこと。

*情報の取得-活用の具体的な方法として、初診時に患者の診療情報を取得する際

には、別途示される問診票（標準的な問診項自が含まれた問診票）又はこれに準

じた問診票を用いることが求められる予定。

3.医療機関等向けオンライン説明会について

今回のオンライン資格確認原則義務化に関する様々な決定を受けて、令和4年8月

24日、三師会（日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会）が設置したオンライン

資格確認推進協議会と厚生労働省の合同で、医療機関等向けオンライン説明会を開催

させていただくことになりました。

三師会・厚労省合同医療機関等向けオンライン説明会

令和4年8月24日（水）18:30^20:00

(YouTube Liveによる配信）

参加 URL https://youtu.be/lH3mhnEd-U8

チャットによる質疑応答も交え、顔認証付きカードリーダーの各機種の特徴等も含

め、分かりやすく現状をお知らせ・ご紹介すると共に、医療機関・薬局にオンライン

資格確認の導入をお願いさせていただく内容となりますので、特に都道府県医師会、

郡市区等医師会の社会保険担当理事、情報システム担当理事の先生方におかれまして

は、是非ご視聴いただきたく、お願い申し上げます。

なお、当日の模様につきましては、後日録画映像の配信も行われる予定です。

また、上記オンライン説明会とは別に、3本医師会として、9月中に都道府県医師

会社会保険・情報システム担当理事連絡協議会を開催する予定です。開催が決定次第、

改めて開催通知にてご連絡いたします。

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただくと共に、貴会

管下の郡市区等医師会ならびに会員への周知方につき、ご高配を賜りますようお願い

申し上げます。

【別添資料】

・別紙1:医療情報化支援基金による医療機関・薬局への補助の見直し（R.4.8.10

中医協総-8-3)

・別紙2 :医療DXを推進し、医療機関・薬局において診療情報を取得・活用し質の

高い医療を実施する体制の評価（R.4.8.10中医協総-12-2)

・別紙3 :三師会・厚労省合同説明会の開催について

https://youtu.be/lH3mhnEd-U8
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ŵ

'
C
I
T
'
Jg
難
6
嫌

ゝ̂ゝ

-
^
S
B

f
-
H
AK

 叩
8
壯
寸
α

陛
締
®
®
®
8
1
^
®
・

M
Ŝ
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ŝ
^
f
^
-

^
Y
-
Ŝ
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